
地方公務員法第５８条の２および新城市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第６条に基づき、

市における「令和５年度人事行政の運営等の状況」を公表します。

これは、市の職員数、給与、勤務条件、服務、研修、福利厚生などの状況を皆さんに明らかにすること

により、人事行政の公正性と透明性を高めることを目的に行うものです。

市では、職員数や人件費の適正化に引き続き取り組んでいますが、今後とも皆さんにご理解をいただけ

るような人事行政の運営に努めていきます。

１ 職員の任免および職員数に関する状況

⑴ 職員の採用・退職の状況（令和５年度） 単位：人

定年：61歳（医師は65歳） 早期：募集による早期退職

※対象期間：（退職）令和5年4月1日～令和6年3月31日、（採用）令和5年4年2日～令和6年4月1日

⑵ 職員数の状況 単位：人

※職員数に再任用短時間勤務職員・任期付短時間勤務職員および会計年度任用職員は含みません。

人事行政の運営等の状況を公表します

退 職

採 用
定 年 早 期

自己都合
など

計

事 務 職 0 0 17 17 16

保 育 職 0 0 10 10 7

消 防 職 0 0 3 3 7

医 療 職 1 3 20 24 27

技 能 労 務 職 0 0 0 0 2

合 計 1 3 50 54 59

職 員 数 の 推 移 増 減

(R6－H31)H31.4.1 R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1 R6.4.1

福
祉
関
係
を
除
く
一
般
行
政

議 会 5 5 5 5 5 5 0

総 務 137 136 136 135 141 146 9

税 務 23 22 21 20 22 20 ▲3

労 働 2 2 2 2 2 2 0

農林水産 29 30 28 26 29 29 0

商 工 20 20 19 17 19 20 0

土 木 34 34 34 37 38 37 3

小 計 250 249 245 242 256 259 9

福
祉
関
係

民 生 167 165 165 158 153 155 ▲12

衛 生 43 42 42 41 37 32 ▲11

小 計 210 207 207 199 190 187 ▲23

一般行政計 460 456 452 441 446 446 ▲14

特
別
行
政

教 育 42 37 39 42 42 45 3

消 防 147 148 149 152 152 154 7

小 計 189 185 188 194 194 199 10

公
営
企
業
な
ど

病 院 227 219 219 219 217 218 ▲9

水 道 16 16 13 13 14 12 ▲4

下 水 道 9 8 8 8 8 8 ▲1

そのほか 22 22 23 24 22 24 2

小 計 274 265 263 264 261 262 ▲12

合 計 923 906 903 899 901 907 ▲16



２ 職員の給与の状況

⑴ 人件費の状況（令和５年度普通会計決算）

⑵ 職員の初任給などの状況（令和６年４月１日現在）

⑶ 一般行政職の級別職員数の状況（令和６年４月１日現在）

⑷ 職員の手当の状況（令和５年度普通会計決算）

＊ほかに初任給調整手当、単身赴任手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手

当などがあります。

住民基本台帳人口 歳 出 額 実質収支 人 件 費 人件費率

新城市 43,122人 253億 8,650 万円 12億9,204万円 55億8,604万円 22.0％

初 任 給 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年
一般行政職

平均

一 般

行政職

大学卒 196,200円 286,687円 291,900 円 352,013円
306,100円

高校卒 166,600円 223,600円 該当者なし 該当者なし

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 計

職務内容 主事・技師 主任
係長

主査
副課長

副部長

課長
部長

職員数（人） 57 84 51 50 45 53 10 350

構成比（％） 16.3 24.0 14.6 14.3 12.8 15.1 2.9 100.0

種 類 内 容
支給職員1人当たり

平均支給年額

管 理 職 手 当
管理または監督の地位にある職員（副課長相当職以上）に

37,700円～75,200 円（一般行政職）を支給
587,863円

扶 養 手 当

扶養親族のある職員に支給

配偶者（6,500円）子（1人10,000円）

父母等（1人6,500 円）

15歳～22歳までの子（各5,000円加算）

267,293円

住 居 手 当
27,000円を超える家賃を支払っている職員には最高28,000

円を支給
156,745円

通 勤 手 当
片道2キロメートル以上の場合に、通勤距離に応じて2,000

円～31,600 円を支給
96,663円

時間外勤務手当

正規の勤務時間（週38時間 45分）以外の時間に勤務する

ことを命ぜられた職員（管理職手当を支給されている職員

を除く。）に勤務時間に応じて支給

281,870円

期 末 手 当

勤 勉 手 当

6月期、12月期の年2回に分けて支給

6月期 2.20月分（期末1.2月分、勤勉1.00月分）

12月期 2.30月分（期末1.25月分、勤勉1.05月分）

1,324,689円

特殊勤務手当
著しく困難、危険、不快、不健康な業務に従事した職員に

支給
5,145円

退 職 手 当 勤務年数および在職中の貢献度に応じて支給 5,262,323円



３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

⑴ 標準的な勤務時間（病院、消防などの交替・変則勤務体制の職場を除く。）

・１日の勤務時間：７時間４５分

・勤 務 時 間：午前８時３０分～正午、午後１時～５時１５分

・１週の勤務時間：月曜日から金曜日までの３８時間４５分

・週 休 日：土・日曜日（他に国民の休日、年末年始も休日となります。）

⑵ 年次有給休暇の取得の状況（令和５年度）

⑶ 休暇の種類（令和６年４月１日現在）

総付与日数 総取得日数 全対象職員数 平均取得日数 消化率

17,883.0 日 5,499.4日 418人 13.2 日 30.8％

休暇の

種 類
内 容 日 数

年次有給

休暇

心身の疲労回復など公務能率の向上を図るための有給休暇

＊20日を超えない範囲内で残日数の翌年度への繰越しが可能
20日

病気休暇
負傷または疾病のため療養する必要があり、その勤務しないこと

がやむを得ないと認められる場合
必要最小限度の期間

特別休暇

選挙権その他公民としての権利を行使する場合

必要と認められる期間

裁判員、証人、鑑定人、参考人などとして国会、裁判所、地方公

共団体の議会その他官公署へ出頭する場合

骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する

者に対して登録の申出を行い、または骨髄移植のため配偶者、父

母、子および兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合

自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動を行う場合 5日以内

結婚する場合 連続する5日以内

不妊治療を行う場合。
5日以内（特定治療の場

合は10日以内）

6週間（多胎妊娠の場合は14週間）以内に出産する予定である女

性職員が申し出た場合

出産の日までの申し出

た期間

女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から 8

週間を経過する日まで

の期間

生後１年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必

要と認められる授乳などを行う場合

1日 2 回それぞれ 30 分

以内

職員の妻が出産した場合 2日以内

職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の6週間（多

胎妊娠の場合は14週間）前の日から当該出産の日後8週間を経過

する日までの期間に、当該出産に係る子または小学校就学の始期

に達するまでの子を養育する場合

5日以内

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、負傷、疾

病にかかったその子の世話または疾病予防を図るために必要な世

話を行う場合

5日以内



⑷ 育児休業および部分休業の取得状況（令和５年度） 単位：人

配偶者、父母、子、配偶者の父母などが負傷、疾病または老齢に

より日常生活を営むのに支障がある者の介護および世話をする場

合

5日以内

職員の親族が死亡した場合

配偶者
7日

父母

子 5日

祖父母 3日

孫 1日

兄弟姉妹 3日

おじまたはおば 1日

父母の配偶者または配偶

者の父母
3日

子の配偶者または配偶者

の子

1日

祖父母の配偶者または配

偶者の祖父母

兄弟姉妹の配偶者または

配偶者の兄弟姉妹

おじまたはおばの配偶者

父母の追悼のための特別な行事を行う場合 1日

夏季における盆などの諸行事、心身の健康の維持および増進また

は家庭生活の充実のため必要と認められる場合
5日以内

地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、ま

たは損壊した場合
7日以内

地震、水害、火災その他の災害または交通機関の事故などにより

出勤することが著しく困難な場合
必要と認められる期間

地震、水害、火災その他の災害時において、退勤途上における身

体の危険を回避する場合

勤続20年、勤続30年または勤続40年に達した職員が旅行などに

より心身のリフレッシュを図る場合
3日以内

介護休暇
配偶者、父母、子、配偶者の父母などが負傷、疾病または老齢に

より日常生活を営むのに支障がある者の介護をする場合

通算して 6 月の期間内

（3回以下）において必

要と認められる期間

介護時間 同上

連続する 3 年の期間内

において 1 日につき 2

時間以内

制度の内容
前年度から継続者 新規取得者

男性職員 女性職員 男性職員 女性職員

育児休業
3歳に満たない子を養育するために休業

することができる制度
0 32 19 19

部分休業

12歳に達する日以後の最初の3月 31日

までの間にある子を養育しながら勤務す

る場合に、1日に2時間以内で休業するこ

とができる制度

2 21 1 8



４ 職員の分限および懲戒処分の状況

⑴ 分限処分の状況（令和５年度） 単位：人

⑵ 懲戒処分の状況（令和５年度）

事由別 単位：人

行為別 単位：人

降任 免職 休職 降給 合計 失職

勤務実績が良くない場合
地方公務員法第 28 条
第1項第1号

心身の故障の場合

地方公務員法第 28 条
第1項第2号
地方公務員法第 28 条
第2項第1号

39 39

職に必要な適格性を欠く場合
地方公務員法第 28 条
第1項第3号

職制、定数の改廃、予算の減少
により廃職、過員を生じた場合

地方公務員法第 28 条
第1項第4号

刑事事件に関し起訴された場
合

地方公務員法第 28 条
第2項第2号

条例で定める事由による場合
地方公務員法第 27 条
第2項

合 計 39 39

戒告 減給 停職 免職 合計 訓告など

法令に違反した場合
地方公務員法

第29条第１項第１号
2 3 5 51

職務上の義務に違反し、ま

たは職務を怠った場合

地方公務員法

第29条第1項第2号
5 2 7 14

全体の奉仕者たるにふさわ

しくない非行のあった場合

地方公務員法

第29条第1項第3号
1 1

合 計 8 2 3 13 65

戒告 減給 停職 免職 合計 訓告など

給与・任用に関する不正

一 般 服 務 違 反 関 係 3 1 3 7 5

一 般 非 行 関 係 1 1

収 賄 な ど の 関 係

道路交通法違反

（交通事故を含む。）

職務遂行中 1 1 17

職務遂行中以外 1 1 35

監 督 責 任 2 1 3 8

合 計 8 2 3 13 65



５ 職員の服務の状況

⑴ 職務専念義務免除の状況（令和５年度）

⑵ 営利企業等従事許可の状況（令和５年度）

６ 職員の研修および人事評価の状況

⑴ 職員研修の状況

許可した内容

職務専念義務免除
定期健康診断、人間ドック、Ｂ型肝炎検査接種、研修、消防団活動、

運転免許更新、献血、妊産婦健診など

許可した内容

営利企業等従事許可
農業従事 ３人、不動産業従事 １人、区長等役員 ５人、

消防団員 ５８人

研 修 名 日数 回数 人数 研修主体

職
場
外
研
修

階
層
別
研
修

新規採用職員研修 2 1 21

(財)愛知県市町村振興協会

研修センター

一般職員前期研修 3 1 21

一般職員後期研修 2 1 20

新任係長研修 2 1 9

課長補佐研修 2 1 15

課長研修 2 1 10

部長研修 1 1 5

派
遣
研
修

地方公務員法 2 1 2

民法研修（財産法） 4 1 2

民法研修（家族法） 3 1 4

行政法基礎研修 3 1 2

地方税研修（市町村民税） 2 1 2

税外債権徴収事務研修 2 1 1

財務会計初任者実務研修 2 1 1

広報戦略研修 1 1 1

採用面接研修 1 1 1

法制執務研修（基礎） 2 1 1

ロジカルシンキング研修 1 1 1

ファシリテーション研修 1 1 1

折衝力・交渉力向上研修 2 2 1

クレーム対応研修 2 1 2

タイムマネジメント研修 1 1 1

チームマネジメント研修 1 1 1

接遇研修指導者養成研修 3 1 1

特別セミナー 働き方改革セミナー 1 1 4

特別セミナー 発達障害の理解と関わり方セミナー 1 1 10

eラーニング 1 45

持続可能な地域づくりと環境保全 5 1 1

市町村アカデミー

子育て支援の推進 5 1 1

上下水道事業の経営管理 5 1 1

公共施設の総合管理 5 1 1

住民税課税事務 7 1 1

既存の建物等を活用した地域の再生 7 1 1

監査事務 7 1 1

選挙事務 7 1 1

災害に強い地域づくりと危機管理 7 1 1

自治体職員のためのデータ分析の基本 3 1 1 国際文化アカデミー



(2) 人事評価の状況（市民病院は別途実施。）

７ 職員の退職管理の状況

地方公務員法（以下「法」という。）では、再就職者による依頼等の規制の導入等により退職管理

の適正を確保するための所要措置を講ずることとされています。

法律に基づく退職管理のほか、職員の退職管理に関する条例（以下「条例」という。）を制定し、

本市職員の退職管理の適正化を図り、市政に対するより一層の信頼を確保できるよう取り組んでいま

す。

（1） 退職管理の規制等の概要

ア 再就職者による依頼等（働きかけ）の規制（法第38条の2）

営利企業等に再就職した元職員が、離職前の職務に関して、現職職員に働きかけをすることが

禁止されている。

イ 再就職情報の届出（条例第3条）

管理または監督の地位にある職員であった者は、離職後2年間以内に再就職した場合に届け出

ることが義務付けられている。

女性リーダーのためのマネジメント研修 5 1 1

市町村の森林政策 3 1 1

自治体の内部統制の監査機能 3 1 1

地域ブランドの育成と保護 2 1 1

都市計画の基礎 3 1 1

全国建設研修センター

用地職員のための法律実務 3 1 1

道路管理 4 1 1

わかりやすい道路計画・設計演習 5 1 1

建築物の維持・保全 4 1 1

飯田自然エネルギー大学 10 1 1 飯田自然エネルギー大学

管理者研修 1 2 7 豊橋市役所

職

場

研

修

一

般

研

修

ダイバーシティ研修 1 1 42

市役所

人事評価研修 1 1 28

地方自治法・地方公務員法研修 1 1 35

接遇研修 1 2 138

新規採用職員研修（タブレット操作研修） 1 1 22

新規採用職員研修（財務会計・文書等） 1 1 18

地域交流体験研修 1 1 10

やさしい日本語研修 1 1 48

管理職セミナー 1 1 71

人材育成プロジェクト研修 1 2 315

森林レクリエーション会議実地研修 1 1 7

946

人 事 評 価 の

評 定 の 方 法
能力評価、業績評価

評 価 基 準 日 1月１日

対 象 人 員 全職員

効 果 要 素
能力評価：職制上の段階に応じて、職務遂行能力を評価

目標管理：組織課題に対し個人目標を設定し、その目標の達成度を評価

実 施 状 況 長期派遣中の職員、産休、育児休業、長期病気休暇の職員を除いて100％実施



（2）再就職情報の届出件数（令和４年度）

※その他とは、公益法人、学校法人、医療法人等を指す。

８ 職員の福祉および利益の保護の状況

⑴ 共済組合の負担の状況

⑵ 職員互助会の負担の状況

⑶ 定期健康診断など健康管理の状況 単位：人

⑷ 公務災害などの状況 単位：件数

９ 勤務条件に関する措置の要求の状況および不利益処分に関する不服申立ての状況

⑴ 勤務条件に関する措置の要求の状況 単位：件数

⑵ 不利益処分に関する不服申立ての状況 単位：件数

再就職先の内訳

市関係団体 民間企業 その他 合計

0件 0件 0件 0件

事業内容 市負担額 １人当たり負担額

愛知県市町村職員共済組合
短期（健康保険）、長期（年

金）、福祉事業、介護保険
1,023,948,400 円 1,136,458円

事業内容 市負担額 １人当たり負担額

市民病院共励会（市職員会へ

の負担は平成22年度より廃止）
給付事業、福利厚生事業 891,707 円 3,981円

健康診断などの種類 受診者数 健康診断などの種類 受診者数

定期健康診断（変則勤務者は、年2回） 798 Ｂ型肝炎予防接種 16

人間ドック 457 Ｃ型肝炎検査 997

人間ドック＋脳ドック 23

前年度末
未認定件数

申請件数
処理件数

取下げ件数
年 度 末
未認定件数認 定 非該当

公 務 災 害 0 9 8 0 1 0

通 勤 災 害 0 3 3 0 0 0

前年度末
未処理（A）

措置要求
（B）

処 理 年度末
未処理（A）の処理 （B）の処理

給 与 ・ 旅 費 0 0 0 0 0 0

勤務時間･休暇 0 0 0 0 0 0

執務環境・厚生福利 0 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0 0

合 計 0 0 0 0 0 0

前年度末

未処理（A）

措置要求

（B）

処 理 年度末

未処理（A）の処理 （B）の処理

分 限 処 分 0 0 0 0 0 0

懲 戒 処 分 0 0 0 0 0 0

転 任 0 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0 0

合 計 0 0 0 0 0 0


